
 施設基本情報

大

中

小

 ◆ 建物情報（建物が複数ある場合は、延床面積を除き、主要棟の情報を記載）

㎡

千円

◆ 主な工事の履歴（令和5年度以前で直近5件のもの）

№

1

2

3

4

5

 運営情報

延床面積 外観写真

完成日

1

60,575

昭和58年12月

昭和58年12月

鉄筋コンクリート造

□節水設備□空調設備　

構　　造

■自己所有　□借用

千円／年借用金額

地　　域 水沢　

設置目的

SS00114

単独施設

行政財産

産業系施設

勤労者福祉施設

奥州市勤労者体育館条例(平成18年2月20日条例第146号)

第1条　市内の企業に雇用される勤労者(以下「勤労者」という。)及び地
域住民の福祉の増進を図り、心身の健全な発達に寄与するため、奥州市
勤労者体育館(以下「体育館」という。)を設置する。

勤労者福祉施設

管理番号

配置形態

財産区分

施設
分類

施設カルテ＜令和5年度版＞

施設名称

所 在 地

担 当 課

設置根拠

水沢勤労者体育館

水沢佐倉河字舘下65-8

企業振興課

奥州市勤労者体育館条例

469.00

階　　数

所有区分

指定管理
者の名称

年末年始

指定管理

非営利活動法人シチズンスポーツ奥州

工事名称

省エネ対応

□多目的トイレ　□スロープ　□エレベータ

□手すり　□点字誘導　□障がい者駐車場

バリアフリー

開館時間

管理体制

　□LED照明

9:00～21:00 定休日等

建築年月

取得年月

取得金額

　□太陽光パネル □その他（　　　　　　　　　　　　）


